
一般財団法人移行のお知らせ 
 
 

一般財団法人日本綿業振興会 
 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 さて、既にご高承の通り、平成 20 年 12 月に施行されました公益法人改革関

連 3 法により、既存の財団法人は平成 25 年 11 月末までに一般財団法人か公益

財団法人に移行することが求められています。 
本会では、この公益法人改革において、信頼と責任ある地位を引き続き保持

し、今後も綿花及び綿製品に関する国際機構と連携し、わが国の綿製品需要振

興並びに国民衣生活の向上を図り、国際協力の推進とわが国経済の発展に貢献

することを目的とした活動を継続するため、所定の手続きを経て、平成 23 年７

月 1 日に一般財団法人への移行登記が完了し、「一般財団法人日本綿業振興会」

となりましたことをお知らせ申し上げます。 
 今後、公益目的事業を中心とした綿製品需要振興事業を積極的に展開してい

く所存ですので、引き続きご支援、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 
敬具 

記 
１． 名称 「一般財団法人日本綿業振興会」 
２． 大阪本部の所在地、電話番号、メールアドレス等の連絡先は変更

ありません。 
３． 東京事務所は、移行に伴い閉鎖いたしましたが、ファッション業務

は、下記にて情報サービスを行います 
住所：〒150-0001 東京都港区虎ノ門 3 丁目 10-4 虎ノ門ガーデン 413 号室 
TEL ：03-6240-1301 

FAX ：03-6240-9220 

E-mail：myanagihara@cotton.or.jp 

以上 
 
 
 


